
   
１２０５ E メール等を利用した輸入貨物の税番・税率の照会 

 
 

輸入しようとする貨物の関税率表上の所属区分及び関税率等についてあらかじ

め税関に照会を行い、その回答を受けることができる制度として、事前教示制度が

あります。 
事前教示の照会は、Ｅメール又は輸出入・港湾関連情報処理システム（以下

「NACCS」という。）を利用して行うこともできます。 
（1）Ｅメールを利用する場合は、「E メールを利用した事前教示制度（関税分類

について）」に掲載されている「事前教示に関する照会フォーム」を参考に必

要事項を記載し、税関の事前教示照会用メールアドレスに送付することによ

り照会を行ないます。E メールによる照会の方法、注意事項については、上

記リンク先のページをご覧ください。 
（2）NACCS を利用する場合には、事前に税関に相談を行って下さい。なお、

NACCS を利用する場合は、事前にシステム導入を行う必要があります。 
※NACCS による事前教示は、文書による事前教示と同様の取扱いとなりま

す。 
 

事前教示制度及び文書による照会方法については、コード番号 1202「関税分類

の事前教示制度について」を参照してください。 
 

品目分類・関税率についてのお問い合わせ先メールアドレス（関税鑑査官） 
函 館 税 関       hkd-gyomu-kansa@customs.go.jp 
東 京 税 関       tyo-gyomu-info@customs.go.jp 
横 浜 税 関       yok-kansakan@customs.go.jp 
名 古 屋税 関       nagoya-gyomu-kansa@customs.go.jp 
大 阪 税 関       osaka-bunrui@customs.go.jp 
神 戸 税 関       kobe-bunrui@customs.go.jp 
門 司 税 関       moji-kansakan@customs.go.jp 
長 崎 税 関       nagasaki-kansakan@customs.go.jp 
沖縄地区税関 oki-9a-bunrui@customs.go.jp 
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